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近畿中国森林管理局

広島森林管理署事案原因究明委員会の検討結果の公表について

近畿中国森林管理局は、「広島森林管理署事案原因究明委員会」の検討結果をとり

まとめましたので公表します。

今回の広島森林管理署に係る事案の発生は、国民の皆様の国有林野事業に対する信頼を著し

く損なうものであり、改めて、ここにお詫び申し上げます。

本事案の発生を受けて、弁護士等の第三者委員を含む「広島森林管理署事案原因究明委員

会」を当局内に設置し、都合５回の委員会を開催し、徹底した議論を行い、この度、報告書の

取りまとめを行ったところです。

今後は、本報告書の再発防止策を着実に実施していくとともに、二度とこのような事態を引

き起こすことがないよう、当局の職員が一丸となって、再発防止に全力を挙げて取り組む所存

であります。

（近畿中国森林管理局ＨＰ http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/index.html ）
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